
改

正

後

改

正

前

（
地
方
的
な
路
線
の
基
準
）

（
地
方
的
な
路
線
の
基
準
）

第
六
十
七
条

道
路
運
送
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
方
的
な
路
線
の
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
七
条

道
路
運
送
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
地
方
的
な
路
線
の
基
準

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
許
可
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更

（
路
線
の
新
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
認
可
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
管
理
の
委

託
及
び
受
託
の
許
可
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
の
認
可
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
認
可
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
相

続
の
認
可

申
請
に
係
る
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
が
七
百
両
未
満
（
同
一
の
申
請
書
に
よ
り
申

請
さ
れ
て
い
る
互
い
に
接
続
す
る
路
線
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
の
合

計
が
七
百
両
未
満
）
で
あ
る
こ
と
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
許
可
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更

（
路
線
の
新
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
認
可
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
管
理
の
委

託
及
び
受
託
の
許
可
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
及
び
譲
受
の
認
可
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
認
可
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
相

続
の
認
可

申
請
に
係
る
路
線
の
長
さ
が
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
路
線
に
係
る
事

業
用
自
動
車
の
総
数
が
百
両
未
満
（
同
一
の
申
請
書
に
よ
り
申
請
さ
れ
て
い
る
互
い
に
接
続
す
る
路
線
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
路
線
の
長
さ
の
合
計
が
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
路
線
に
係
る

事
業
用
自
動
車
の
総
数
の
合
計
が
百
両
未
満
）
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
（
事
業
の
許
可
に
伴
う
も
の

を
除
く
。）
申
請
に
係
る
運
賃
等
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数

が
七
百
両
未
満
（
同
一
の
申
請
書
に
よ
る
申
請
に
係
る
運
賃
等
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
路
線
が

互
い
に
接
続
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
の
合
計
が
七
百
両
未
満
）
で

あ
る
こ
と
。

三

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
の
上
限
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
（
事
業
の
許
可
に
伴
う
も
の

を
除
く
。）
申
請
に
係
る
運
賃
等
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数

が
百
五
十
両
未
満
（
同
一
の
申
請
書
に
よ
る
申
請
に
係
る
運
賃
等
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
路
線

が
互
い
に
接
続
す
る
場
合
に
は
、こ
れ
ら
の
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
の
合
計
が
百
五
十
両
未
満
）

で
あ
る
こ
と
。

四

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
設
定
若
し
く
は
変
更
の
届
出
の
受
理
、
法

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
変
更
の
命
令
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
若
し
く
は
解
任
の
届
出
の
受
理
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
解
任
の
命
令
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
法
第
三
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
事
業
改
善
の
命
令
又
は
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
若
し
く
は
許
可

の
取
消
し

当
該
届
出
、
命
令
又
は
許
可
の
取
消
し
に
係
る
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
が
七
百
両

未
満
（
互
い
に
接
続
す
る
路
線
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
の
合
計
が
七

百
両
未
満
）
で
あ
る
こ
と
。

四

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
設
定
若
し
く
は
変
更
の
届
出
の
受
理
、
法

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
規
程
の
変
更
の
命
令
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
選
任
若
し
く
は
解
任
の
届
出
の
受
理
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
安
全
統
括
管
理
者
の
解
任
の
命
令
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
法
第
三
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
事
業
改
善
の
命
令
又
は
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
若
し
く
は
許
可

の
取
消
し

当
該
届
出
、
命
令
又
は
許
可
の
取
消
し
に
係
る
路
線
の
長
さ
が
、
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で

あ
り
、
か
つ
、
当
該
路
線
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
総
数
が
百
両
未
満
（
互
い
に
接
続
す
る
路
線
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
路
線
の
長
さ
の
合
計
が
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
路
線
に
係
る
事
業

用
自
動
車
の
総
数
の
合
計
が
百
両
未
満
）
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
四
十
四
号

道
路
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て「
旧
規
則
」と
い
う
。）第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
許
可
又
は
認
可
の
申
請
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
許
可
又
は
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
許
可
又
は
認
可
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
許
可
、
認
可
又
は
命
令
（
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
許
可
等
」
と
い
う
。）で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
許
可
等
に
係
る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。）の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
等
と
み
な
す
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
証
明
書
及
び
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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